
1

共同実施（ＪＩ）
（京都議定書６条）

先進国Ａ
資金
技術

先進国Ｂ

共同の削減
プロジェクト

削減量
削減量

先進国どうしが共同で事
業を実施し、その削減分
を投資国が自国の目標達
成に利用できる制度

ｸﾘｰﾝ開発ﾒｶﾆｽﾞﾑ(CDM)
（京都議定書１２条）

先進国と途上国が共同で事
業を実施し、その削減分を
投資国（先進国）が自国の
目標達成に利用できる制度

先進国Ａ
資金
技術

途上国Ｂ

共同の削減
プロジェクト

削減量
削減量

※2000年以降の削減量について
クレジットが発生

各国の削減目標達成のた
め、先進国どうしが排出量
を売買する制度
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排出量取引
（京都議定書１７条）
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